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3.3相手国側分担事業の概要 

本計画が実施される場合の「イ」国側の負担事項は以下のとおりである。 

公共事業省道路総局 

・ 本計画実施責任機関 

・ 環境管理計画・環境モニタリング計画の管理 

・ 日本に開設する銀行口座に必要な手数料の負担 

・ 本計画に従事する日本人および実施に必要な物品／サービス購入の際の課税免除手続 

・ 本計画に従事する日本人が「イ」国へ入国、および滞在するために必要な法的措置 

 

西ヌサトゥンガラ州政府 

・ プロジェクト対象道路の小橋建設（６橋: BR-10(Labihe I), BR-11(Labihe II), 

BR-12(Labihe III), BR-14(Mone II), BR-17(Telonang II), BR-21(Bon Jati) 

・ プロジェクト対象道路の急勾配区間の舗装（合計約3km） 

・ プロジェクト対象道路の補修 

・ 対象橋梁建設後の維持管理 

 

スンバワ県および西スンバワ県 

・ 本計画の実施に必要な用地の取得、および工事開始前までに用地内物件の撤去と整地

（表3.2-3 用地取得リスト参照） 

・ 迂回路用地、キャンプ、資材置き場等の仮設工事用地の確保（資料6仮設迂回路計画参

照） 
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3.4 プロジェクトの運営維持管理計画 

(1) 運営・維持管理体制 

協力対象橋梁は州道に架かっているため、完成後の維持管理は西ヌサトゥンガラ州政府公共事

業局によって実施される。西ヌサトゥンガラ州政府公共事業局は、道路・橋梁の清掃・点検・

簡易補修等の日常維持管理は直営方式により、定期維持管理等の比較的大規模な補修工事は請

負方式により実施している。西ヌサトゥンガラ州政府公共事業局は、道路・橋梁維持管理のた

めのスタッフおよび機材を所有している。 

 

(2) 維持管理作業の内容 

対象橋梁の維持管理作業は次のとおりである。 

日常維持管理 

・清掃：橋面および集水桝の清掃、取付道路側溝の清掃、路肩の草刈り等 

・点検：路面クラック、橋梁構造の変形・破壊、法面崩壊、防護工流失等の有無の確認 

・補修：舗装クラックのシール、ポットホールのパッチング、路肩整正、蛇篭の補修等 

 

定期維持管理 

・点検で確認された問題ヶ所の修復工事（再塗装、橋梁部材の補修等） 

 

(3) 維持管理実施上の留意点 

対象橋梁の維持管理作業は、現在実施されている維持管理体制に組み込まれ実施される。対象

橋梁の維持管理実施上の主な留意点は次のとおりである。 

・日常維持管理が確実に実施され、舗装や橋梁の損傷が大きくならないうちに、補修される

ことが重要である。損傷が放置されると時間が経過するに従って補修コストが大きくなる。 

・「イ」国では、一般に河川管理が行われておらず、護岸工が設置されている区間は一部であ

る。このため洪水により河岸が浸食され河道が変化する場合がある。橋梁の上流域の河道

変化が生じた場合は、河道変化が橋梁位置まで及ばぬよう水制工等を設置して、河道変化

を制御することが必要である。 

・対象道路は 20%程度の急勾配区間が多数ある。車両が安全に通行できるためにはこれら急

勾配区間がマカダム舗装またはコンクリート舗装され、適切に維持管理される必要がある。 

・雨水による法面浸食防止の目的で、法面は芝張りされるが、芝が根付くまでは散水等の手

入が必要である。 
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3.5 プロジェクトの概算事業費 

3.5.1 協力対象事業の概算事業費  

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は11.78億円（日本側9.84億円、「イ」

国側1.94億円）となり、先に述べた日本と「イ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、

下記(3)に示す積算条件によれば、次のとおりと見積もられる。ただし、この額は交換公文上

の供与限度額を示すものではない。 

 

(1) 日本側負担経費 

概算総事業費 ： 約  984百万円 

事業内容：スンバワ島環状道路タタール～ルニュック間に架かる10橋の建設 

費 用 概算事業費（百万円） 

施

設 
橋梁工 

下部工 
上部工 
護岸工 
取付道路 

318 
460 
54 
75 

実施設計・施工監理 77 

合 計 984 

 

(2) 「イ」国側負担経費 187.1億ルピア(約1.94億円) 

 

公共事業省負担 
・銀行手数料         50百万ルピア 

 

西ヌサトゥンガラ州政府負担 
・小橋建設６橋    6,000 百万ルピア 

・急勾配区間道路舗装   7,500 百万ルピア 

・道路補修維持管理   5,000 百万ルピア 

     18,500 百万ルピア 

 

スンバワ県地方政府負担 
・用地取得費        150 百万ルピア 

・借地費       10百万ルピア 

           160百万ルピア 

 

積算条件 

① 積算時点：平成23年 11月 

② 為替交換レート：１ルピア＝0.0104円 

③ その他：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 



 

3-145 

3.5.2 運営・維持管理費 

本プロジェクトで建設される10橋の維持管理に必要な概算年間費用は155百万ルピアと見積

もられる。主な維持管理項目と年間費用の内訳を表3.5-1に示す。 

 

表3.5-1 協力対象橋梁の維持管理項目と年間費用 

 

 

協力対象の10橋の年間維持管理費用は、西ヌサトゥンガラ州公共事業局の2010年道路・橋梁

維持管理予算の 約0.25％であるため、財政上の問題はないと判断される。 

実施頻度
（回／年）

橋面
集水桝
取付道路側溝
路肩の草刈り
路面（クラック）
橋梁部材（変形・破損）
法面崩壊（すべり）

浸食防護工（流失、破損）

舗装ｸﾗｯｸのｼｰﾙ
舗装ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙのﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ
砂利表層のﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ
蛇篭の補修
マカダム再舗装 1回／10年 420,000,000 42,000,000
砂利表層再施工 1回／5年 170,000,000 34,000,000
鋼桁再塗装 １回／50年 600,000,000 12,000,000
橋梁部材の補修 １回／50年 85,000,000 1,700,000
蛇篭／浸食防護工の補修 １回／20年 86,000,000 4,300,000
側　溝 １回／20年 40,000,000 2,000,000
ガイドポスト １回／20年 20,000,000 1,000,000

155,000,000

年間平均費用
（Rp /年）

維持管理作業

1回／2年

1回／1年

1回／1年

１回当たり費用
(Rp /回）

13,000,000 13,000,000

90,000,000 10,000,000

70,000,000 35,000,000

合　計

日

常

維

持

管

理

清掃

点検

補修

補修

定

期

維

持

管

理
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3.6 協力対象実施に当たっての留意事項 

協力対象事業を円滑に実施するために、特に留意すべき事項は以下のとおりである。 

 

・ 本プロジェクトの責任実施期間は公共事業省道路総局である。道路総局は、事業実施にあ

たっては、工事管理および関連機関との調整のために、第１次事業実施時と同様に、西ス

ンバワ州にプロジェクトマネジメント事務所を設置することが望まれる。 

・ 「イ」国側の負担事項は適時に実施されなければならない。特に、用地取得、工事障害物

の移設・撤去は、Ｅ／Ｎ締結から着工までの期間に、スンバワ県により完了される必要が

ある。工事期間中も住民と調整が必要となることが予想されることから、県の本プロジェ

クトに関する責任者が指名され、施工者および施工監理者と綿密な調整が継続的に行われ

ることが望まれる。 

・ 本プロジェクトサイトは遠隔地であるため医療施設が整っていない。安全対策が十分とら

れると共に、事故発生の場合の緊急医療体制が整備されている必要がある。 

・ プロジェクト実施にあたっては、承認された環境管理計画および環境モニタリング計画が

遵守されるとともに、本報告書で提案した環境影響緩和策が実行されるよう、関係者が管

理・確認する。 
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第４章  プロジェクトの妥当性の検証 

 

4.1 プロジェクトの効果 

プロジェクト実施による直接効果および間接効果を下表に示す。 

 

表 4.1-1 プロジェクト実施による直接効果および間接効果 

現状と問題点 
協力対象 

事業での 

対策 

直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 

南リング道路は、2002年には一
旦全線開通されたものの、渡河
施設がスピルウエー仮橋で
あったため、越流水深が大きい
増水時には渡河できず、また、
簡易な蛇篭スピルウエーで
あった場所は短期間の後に破
壊・流失して渡河できない状態
となっている。現在、ルニュッ
ク側の平地区間以外は、一般車
両の通行は困難な状態である。
このため、スンバワ島南部地域
の東西方向の住民移動および
物流はほとんどできず、地域住
民は公共サービスへのアクセ
スが困難な現状である。また、
対象道路沿道は、入植移住政策
が推進されているが、道路事情
が改善されない場合は入植移
住政策が頓挫することになる
可能性がある。 

比較的大規模

で建設が困難

な10橋の建

設 

（道路部分の

改修および小

規模橋梁・カ

ルバートは

「イ」国側が

実施する。） 

① 本プロジェクトが実
施されれば、南リン
グ道路の全区間が良
好な状態となり、通
行不能であった一般
車両（２輪駆動車）
が通年交通可能とな
る（２輪駆動車の通
行不能期間が年間
12ヶ月から0ヶ月へ
短縮される）。 

 

② トンゴロカ～ルニュ
ク区間の通行には、
これまで通行可能時
においても４輪駆動
車で４時間 30 分要
していたが、約３時
間に短縮される。 
 

① 住民の移動、物資の輸送
が容易かつ効率的にで
きるようになるため、地
域の経済活動が活性化
し、住民の生活条件が向
上する。ひいては地域の
社会経済の発展に寄与
する。 

② 生活条件の向上等の結
果、入植地住民が定着・
増加することとなり、入
植事業の発展に寄与す
る。 

③ スンバワ島南リング道
路が全線開通すること
により、北部区間で道路
土砂崩れ等の災害時に
迂回路が確保される。 

 

4.2 課題・提言 

4.2.1 相手国側の取り組むべき課題・提言 

プロジェクトの効果を十分に発現・持続させるために「イ」国が取り組むべき課題は次のとお

りである。 

 

① 本プロジェクト対象道路であるスンバワ南リング道路を、一般車両が通年通行可能とする

ためには、対象橋梁が建設されると共に、急勾配区間の舗装、対象外の小橋の建設および

側溝や路面状態の不良箇所の補修が実施されることが必要である。本プロジェクト完成ま

でにこれら道路整備がインドネシア側により実施されることが必要である。 

 

② 維持管理を十分に行うこと。定期点検で補修が必要な箇所が発見された場合は、早急に補

修することが補修コストを抑えるとともに施設の耐用年数を延ばす上で重要である。事業
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実施中の啓発活動等を通じ、事業終了後の日常管理について政府のみならず利用者・近隣

住民の参加を促してゆくことが望ましい。 

 

なお、本プロジェクトに関し、技術協力は計画されていない。 

 

4.3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、我が国の無償資金協力により協力事業を実施することは妥当であると判断され

る。 

① 本プロジェクトの直接受益者は南スンバワ地域住民の約 12 万人であり、間接受益者はス

ンバワ島の人口約120万人と多数である。 

② 対象道路は一旦開通されたものの、永久橋が建設されなかったため現在は通行できない状

態であるが、比較的大規模で建設が困難な橋梁が我が国の協力により建設され、比較的小

規模な橋梁および道路部分が「イ」国側により建設されることにより、スンバワ島の南リ

ング道路が通年通行可能とすることができる。 

③ 本プロジェクト実施により、交通条件が改善されるのみならず、道路沿線住民の生活条件

の向上、地域経済の発展、入植政策への支援等、多大な効果が期待できる。 

④ 橋梁完成後の維持管理は現地側により確実に実施することができる。 

⑤ 国家開発計画の目標である、社会経済基盤が整備されていないため開発が遅れている地域

への社会経済基盤を整備することによる社会経済的格差是正に合致するものである。 

⑥ スンバワ島のリング道路が形成されることになるため、土砂崩れ等の災害時に迂回路が確

保される。 

⑦ 本プロジェクト実施による環境社会面の負の影響がほとんどない。 

 

4.4 結論 

本プロジェクトは、前述のような多大な効果が期待されると同時に、広く住民の生活改善に寄

与するものであるため、協力対象事業に対して、我が国の無償資金協力を実施することの妥当

性が確認された。また、本プロジェクトの運営・維持管理についても、「イ」国の体制は、人

員・資金ともに十分であり問題ないと考えられる。 
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1. 調査団員・氏名 

 
担 当 氏 名 所 属 

総 括 松永 啓 JICA インドネシア事務所 
業務主任／橋梁設計／環境社会配慮 大下副武 (株)片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
施工計画／積算 山宿 壮 (株)片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

 
 

2. 調査行程 

 

 
 

1 13-Nov-Sun From Tokyo (11:20 JL725) to Jakarta

2 14-Nov-Mon Meeting with DGH, JICA, EOJ

3 15-Nov-Tue From Jakarta to Mataram, Meeting with NTB

4 16-Nov-Wed Meeting with BLHP, From Mataram to Sumbawa Besar

5 17-Nov-Thu Site survey

6 18-Nov-Fri Meeting with Sumbawa Regency and Sumbawa Barat Regency

7 19-Nov-Sat Site survey

8 20-Nov-Sun From Maluk to Mataram

9 21-Nov-Mon Meeting with NTB Provincial Government

10 22-Nov-Tue From Mataram to Jakarta

11 23-Nov-Wed Meeting with DGH

12 24-Nov-Thu Report ot EOJ & JICA , From Jakarta (22:05 JL726) to Tokyo

13 25-Nov-Fri Arrive at Tokyo

Note: JICA: Japan International Cooperation Agency, EOJ: Embassy of Japan, DGH: Directorate General of Highways, BLHP: Environmental Agency
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3. 関係者（面会者）リスト 

 
Directorate General of Highways, Ministry of Public Works（公共事業道路省道路総局） 
Mr. Harris H. Batubara Director of Planning 
Mr. Slamet Muljono Head of Sub-Directorate of Policy and Strategy 
Mr. Iwan Zarkasih Head of Sub-Directorate of Bridge Engineering 
Mr. Herry Vaza Head of Sub-Directorate of Environmental 

Affairs & Road Safety 
Mr. Dedy Gunawan Sub-Directorate of Policy and Strategy 
Mr. Fajar Eko Antono Sub-Directorate of Policy and Strategy 
Mr. Arie Arnady Sub-Directorate Region II C 
Ms. Mardiarini  Sub-Directorate of Environmental Affairs & 

Road Safety 
Mr. Yuji Ikeda JICA Expert on Road Policy 
  
Provincial Government of Nusa Tonggara Barat（西ヌサトゥンガラ州政府） 
Mr. H. Azhar Head of Road and Bridge Division, Directorate 

of Public Works 
  
Local Government of Sumbawa Regency（スンバワ県） 
Mr. Saad Abdullah Head of Public Works 
  
Local Government of Sumbawa Barat Regency（西スンバワ県） 
Mr. Syafruddin Head of Bridge  
  
BLHP（NTB 州環境管理事務所） 
Mr. Tadjuddin Erfandy Head of EIA Office, NTB Province 
 
Embassy of Japan （在インドネシア日本国大使館） 
Ms. Chikako Sado Second Secretary, Economic Section 
  
JICA Indonesia Office （JICA インドネシア事務所） 
Mr. Akira Matsunaga Senior Representative 
Ms. Kanae Mayuzumi Representative 
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4. 討議議事録 
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5. テクニカルノート 
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6. 迂回路計画 
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7. 参考資料 

 

番号 名 称 形態 
オリジ

ナル・コ

ピー 

発行機関 発行年 

1 Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2010 CD ｺﾋﾟｰ Badan Pusat Statistik, NTB 2010 

2 Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2011 CD ｺﾋﾟｰ Badan Pusat Statistik, NTB 2011 

3 Rencana Strategies 2010-2014 CD ｺﾋﾟｰ Direktorat Jenderal Bina Marga 2010 

4 Statistik Indonesia 図書 ｺﾋﾟｰ Bandan Pusat Statistik 2009 

 


	第３章 プロジェクト内容
	3.3 相手国側分担事業の概要
	3.4 プロジェクトの運営維持管理計画
	3.5 プロジェクトの概算事業費
	3.5.1 協力対象事業の概算事業費
	3.5.2 運営・維持管理費

	3.6 協力対象実施に当たっての留意事項

	第４章 プロジェクトの妥当性の検証
	4.1 プロジェクトの効果
	4.2 課題・提言
	4.2.1 相手国側の取り組むべき課題・提言 

	4.3 プロジェクトの妥当性
	4.4 結論

	［資 料］
	１．調査団員氏名・所属
	２．調査行程
	３．関係者（面会者）リスト
	４．討議議事録（Ｍ/Ｄ）
	５．テクニカルノート
	６．迂回路計画
	７．参考資料




